
議案第６２号

上記の議案を提出する。

（提案理由）

　墨田区立学校が取り扱う個人番号及び特定個人情報の管理に関する規程について

別紙のとおり定める。

平 成 28年 7月 21日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区立学校が取り扱う個人番号及び特定個人情報の安全管理のために必要な事

項を定めることにより、その適正かつ円滑な運用を確保する必要がある。
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墨田区教育委員会訓令第 号 

                              教育委員会事務局 

                              区 立 幼 稚 園 

                              区 立 小 学 校 

                              区 立 中 学 校 

 

墨田区立学校が取り扱う個人番号及び特定個人情報の管理に関する規程を次のように定

める。 

 

平成２８年７月 日 

 

                    墨田区教育委員会教育長 加藤 裕之 

 

墨田区立学校が取り扱う個人番号及び特定個人情報の管理に関する規程 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 管理体制（第４条―第９条） 

 第３章 教育研修（第１０条―第１２条） 

 第４章 特定個人情報等の取扱い（第１３条―第１５条） 

 第５章 特定個人情報等を取り扱う区立学校における安全管理措置（第１６条―第２９

条） 

 第６章 区立学校の情報システムを管理する事務局の課等における安全管理措置（第３

０条―第３６条） 

 第７章 特定個人情報等を取り扱う業務の委託（第３７条―第３９条） 

第８章 安全管理上の問題への対応（第４０条―第４３条） 

第９章 点検及び監査の実施（第４４条―第４６条） 

第１０章 補則（第４７条―第４８条） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）及び墨田区個人情報保護条

例（平成２年墨田区条例第１９号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、墨田区

立幼稚園、小学校及び中学校（以下「区立学校」という。）が取り扱う個人番号及び特定
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個人情報の安全管理のために必要な事項を定めることにより、その適正かつ円滑な運用

を確保することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この規程における用語の意義は、番号法の例によるほか、次に定めるところによ

る。 

 ⑴ 特定個人情報等 個人番号及び特定個人情報であって区立学校が取り扱うものをい 

う。 

 ⑵ 取扱区域 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をいう。 

 ⑶ 管理区域 特定個人情報ファイルを取り扱う基幹的なサーバ等を設置する区域をい 

う。 

（職員の責務） 

第３条 職員は、番号法、その他の法令（以下「法令等」という。）及びこの規程を遵守

するとともに、総括責任者、保護管理者、事業所保護責任者及び保護担当者の指示に従

い、特定個人情報等を取り扱わなければならない。 

第２章 管理体制 

（総括責任者）  

第４条 墨田区教育委員会（以下「教育委員会」という。）に総括責任者を１人置き、墨

田区教育委員会教育長（以下「教育長」という。）をもって充てる。  

２ 総括責任者は、区立学校における特定個人情報等の管理に関する事務を総括する任に

当たる。 

（保護管理者） 

第５条 墨田区教育委員会事務局（以下「事務局」という。）に保護管理者を１人又は複

数人置き、事務局の課長の職（以下「課長」という。）にある者をもって充てる。 

２ 保護管理者は、総括責任者の命を受けて、総括責任者を補佐する任に当たる。 

 （事業所保護責任者） 

第６条 特定個人情報等を取り扱う区立学校に、事業所保護責任者を１人置き、当該区立

学校の校長（幼稚園園長を含む。以下同じ。）の職にある者をもって充てる。  

２ 事業所保護責任者は、当該区立学校における特定個人情報等を適正に管理する任に当

たる。 

（保護担当者） 

第７条 特定個人情報等を取り扱う区立学校に保護担当者を１人又は複数人置き、当該区

立学校の事業所保護責任者が指名する職員をもって充てる。  

２ 保護担当者は、事業所保護責任者を補佐し、当該区立学校における特定個人情報等の

管理に関する事務を担当する。  

（監査責任者）  
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第８条 事務局に監査責任者を１人置き、事務局の次長をもって充てる。  

２ 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。 

（特定個人情報等の適正な管理のための会議） 

第９条 総括責任者は、特定個人情報等の管理に関する重要事項の決定、連絡、調整等を

行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする会議を開催することがで

きる。 

   第３章 教育研修 

（特定個人情報等の教育研修）  

第１０条 総括責任者は、事業所保護責任者に対し、当該区立学校における特定個人情報

等の適正な管理のために必要な教育研修を行うものとする。 

２ 総括責任者及び事業所保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う職員に対し、特定個

人情報等の取扱いについて理解を深め、その保護に関する意識の高揚を図るため、啓発

その他必要な教育研修を行うものとする。  

 （情報セキュリティ等の教育研修及び訓練） 

第１１条 総括責任者及び事業所保護責任者は、特定個人情報等の取扱いにおいて情報シ

ステムを使用する職員に対し、特定個人情報等の適正な管理及び保護のために、情報シ

ステムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修並びに事故、障害時

等の対応訓練を行うものとする。 

（教育研修への参加機会の付与） 

第１２条 事業所保護責任者は、当該区立学校の職員に対し、特定個人情報等の適正な管

理のために、総括責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 前項の措置を講ずるときは、特定個人情報等を取り扱う業務に従事する派遣労働者に

ついても、職員と同様の措置を講ずるものとする。 

第４章 特定個人情報等の取扱い  

 （個人番号の利用等の制限） 

第１３条 職員は、番号法及び墨田区行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する条例（平成２７年墨田区条例第４１号。以下「番号利用条例」という。）

で定める場合を除き、個人番号を利用してはならない。 

２ 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務（以下「個人番号利用事務等」とい

う。）を処理するために必要な場合、その他番号法及び番号利用条例で定める場合を除

き、個人番号の提供を求めてはならない。 

 （特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第１４条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合、その他番号法等関

係法令で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 
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 （特定個人情報の収集及び保管の制限） 

第１５条 職員は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報

を収集し、又は保管してはならない。 

第５章 特定個人情報等を取り扱う区立学校における安全管理措置 

（管理事項） 

第１６条 事業所保護責任者は、情報漏えい等（特定個人情報等の漏えい、滅失、毀損そ

の他特定個人情報等の管理に関して問題となる事案をいう。以下同じ。）の防止その他の

特定個人情報等の適正な管理のために、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 特定個人情報等を取り扱う事務の範囲及び取扱区域に関する事項 

⑵ 保護担当者及び特定個人情報等を取り扱う職員の指定並びにその任務に関する事項 

⑶ 特定個人情報等を取り扱う職員に対する教育研修に関する事項 

⑷ 特定個人情報等のアクセス、複製等の制限に関する事項 

⑸ 特定個人情報等の利用、保管、廃棄等に関する事項 

⑹ 特定個人情報等のバックアップに関する事項 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、特定個人情報等の適正な管理のために必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の特定個人情報等を複数の区立学校において管理する

場合は、当該区立学校の事業所保護責任者は、他の区立学校の事業所保護責任者又は保

護管理者と互いに連携し、特定個人情報等に関する安全管理措置を講ずるとともに、各

区立学校における任務を分担し、及び責任を明確にするものとする。 

 （取扱区域） 

第１７条 事業所保護責任者は、取扱区域を明確にし、必要に応じて物理的な安全管理措

置を講じなければならない。 

（アクセスの制限） 

第１８条 職員は、アクセスをする権限を有する特定個人情報等であっても、当該業務の

目的以外の目的でこれにアクセスをしてはならない。 

（複製等の制限） 

第１９条 職員は、次に掲げる場合は、第１６条第１項の規定により事業所保護責任者が

定めた事項（以下「管理事項」という。）に基づき、これを行わなければならない。 

⑴ 特定個人情報等を複製するとき。 

⑵ 特定個人情報等を送信するとき。 

⑶ 特定個人情報等（学校の情報システムで取り扱うものに限る。第２４条、第２７条

から第２９条まで及び第３１条から第３４条までにおいて同じ）を外部電磁的記録媒

体等に記録するとき。 

⑷ 特定個人情報等が記録されている媒体を外部へ送付し、又は持ち出すとき。 

⑸ その他特定個人情報等の適正な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をするとき。 
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（媒体の保管等） 

第２０条 職員は、管理事項に基づき、特定個人情報等が記録されている媒体を所定の場

所に保管し、施錠をしなければならない。 

２ 職員は、前項の場合において、必要があると認めるときは、災害等に耐性のある耐火

金庫等に保管を行わなければならない。 

（廃棄等） 

第２１条 職員は、特定個人情報等が記録されている媒体（情報機器に内蔵されているも

のを含む。）が不要となった場合は、管理事項に基づき、当該特定個人情報等を復元又は

判読が不可能となる方法によって削除し、又は当該媒体を廃棄しなければならない。 

 （取扱状況の記録） 

第２２条 事業所保護責任者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するための手段

を整備し、当該特定個人情報ファイルの利用、保管、廃棄等の取扱状況について記録し

なければならない。 

２ 事業所保護責任者は、前項に規定するもののほか、特定個人情報等の秘匿性、重要性

その他の性質に応じて台帳を整備し、当該特定個人情報等の利用、保管、廃棄等の取扱

状況について記録しなければならない。 

（誤り等の訂正等） 

第２３条 職員は、特定個人情報等の内容に誤り等を発見したときは、速やかに事業所保

護責任者に報告し、その指示に従い、当該誤り等の訂正等を行わなければならない。 

（バックアップ） 

第２４条 区立学校の職員は、管理事項に基づき、特定個人情報等のバックアップを行わ

なければならない。 

（端末の限定） 

第２５条 事業所保護責任者は、個人番号利用事務等を処理する端末（情報システム又は

情報システムに接続して情報を操作し、閲覧することができる全ての情報機器を含む。

以下同じ。）を限定するために必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （端末の盗難防止等） 

第２６条 事業所保護責任者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の仕様、使用目

的等に応じて端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 職員は、事業所保護責任者が必要があると認めるときを除き、端末を取扱区域の外部

へ持ち出し、又は取扱区域の外部から持ち込んではならない。 

（第三者の閲覧防止） 

第２７条 職員は、端末の使用に当たり、特定個人情報等が第三者に閲覧されることがな

いよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な
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措置を講じなければならない。 

（アクセス記録） 

第２８条 事業所保護責任者は、特定個人情報等について、情報漏えい等の発生又はその

おそれがあると認めるときは、必要に応じて当該特定個人情報等への不適切なアクセス

の監視、アクセス状況の定期的な分析等の措置を講じなければならない。 

（情報システム設計書等の管理） 

第２９条 特定個人情報等を取り扱う情報システムの設計書、構成図等の文書を保有して

いる事務局の課長等は、当該文書について外部に知られることがないよう、その保管、

複製等及び廃棄について必要な措置を講じなければならない。 

第６章 区立学校の情報システムを管理する事務局の課等における安全管理措置 

（アクセス制御の措置） 

第３０条 情報システムを管理する事務局の課長等（以下「システム管理課長等」という。）

は、特定個人情報等を取り扱う情報システムについて、ユーザーＩＤ、パスワード等（パ

スワード、ＩＣカード認証情報、生体情報及びこれらに準ずるものをいう。）を使用して

権限を識別する機能を設定するなど、アクセスを制御するために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（アクセス記録の措置） 

第３１条 システム管理課長等は、第２８条の措置に関し、事業所保護責任者から申請が

あったときは、特定個人情報等への不適切なアクセスの監視、アクセス状況の記録、そ

の記録の一定期間の保存及び分析するために必要な措置を講じなければならない。 

２ システム管理課長等は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために

必要な措置を講じなければならない。 

（バックアップの措置） 

第３２条 システム管理課長等は、第２４条のバックアップに関し、当該バックアップを

行うための必要な措置を講じなければならない。 

（不正アクセス等による被害の防止等） 

第３３条 システム管理課長等は、特定個人情報等を取り扱う情報システムへの外部から

の不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ システム管理課長等は、個人番号利用事務において使用する情報システムについて、

インターネットから独立する等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステムを構築し、

及びその運用体制を整備しなければならない。 

（管理者権限の措置等） 

第３４条 システム管理課長等は、特定個人情報等を取り扱う情報システムについて、管

理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止
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のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じなければならない。 

２ システム管理課長等は、情報システムの不正プログラムによる情報漏えい等の防止の

ため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。 

（管理区域の立入り等） 

第３５条 システム管理課長等は、管理区域を明確にし、当該区域に立ち入ることのでき

る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、立入りの記録、部外者についての識

別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録

媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限、検査等の措置を講じなければならない。 

２ システム管理課長等は、必要があると認めるときは、管理区域の出入口の特定化及び

所在表示の制限等の措置を講じなければならない。 

（管理区域に関する措置） 

第３６条 システム管理課長等は、外部からの不正な侵入に備え、管理区域に施錠装置、

警報装置及び監視設備を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ システム管理課長等は、災害等に備え、管理区域に耐震、防火等の必要な措置を講ず

るとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講じなけれ

ばならない。 

第７章 特定個人情報等を取り扱う業務の委託 

（業務の委託契約） 

第３７条 区立学校は、特定個人情報等を取り扱う業務を外部の者に委託（以下「外部委

託」という。）をする場合は、特定個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない委託

先を選定することがないよう、適切に選定を行わなければならない。 

２ 事業所保護責任者は、外部委託をする場合は、委託先と交わす契約書に、委託先にお

ける特定個人情報等の取扱いに係る責任者及び業務従事者の管理並びに実施体制、特定

個人情報等の管理の状況等の必要な事項について、書面で確認しなければならない。 

３ 事業所保護責任者は、外部委託をする場合は、当該委託先において、番号法に基づき

区立学校が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらか

じめ確認しなければならない。 

（委託先の監督） 

第３８条 事業所保護責任者は、外部委託をする場合は、委託する特定個人情報等の秘匿

性、重要性その他の性質に応じて、年に１回以上委託先における特定個人情報等の管理

の状況を確認しなければならない。 

２ 事業所保護責任者は、外部委託をする場合は、当該委託先において、区立学校が果た

すべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければ

ならない。 

（再委託先の監督） 
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第３９条 事業所保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う業務の委託先において、当該

業務が再委託されるときは、当該委託先に第３７条第３項及び前条の規定に準じ、措置、

確認及び監督を行わせなければならない。 

２ 区立学校は、特定個人情報等を取り扱う業務の委託先（再委託先以降の委託先を含む。）

において、当該業務が再委託されるときは、当該業務において取り扱う特定個人情報等

の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならな

い。 

第８章 安全管理上の問題への対応 

（事案の報告） 

第４０条 職員は、情報漏えい等の発生又はその兆候を把握した場合は、直ちに当該特定

個人情報等を管理する事業所保護責任者に報告しなければならない。 

２ 職員は、法令等若しくはこの規程に違反している事実又はその兆候を把握した場合は、

速やかに当該特定個人情報等を管理する事業所保護責任者に報告しなければならない。 

３ 事業所保護責任者は、前２項による報告を受けたときは、直ちに保護管理者に当該事

案について報告するとともに、速やかに、被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措

置（以下「安全対策措置」という。）を講じなければならない。 

４ 事業所保護責任者は、前項の安全対策措置を講ずるに当たり、保護管理者へ必要な協

力を求めることができる。 

５ 第３項の報告を受けた保護管理者は、直ちに総括責任者及び墨田区（以下「区」）と

いう。）に当該事案について報告しなければならない。 

６ 事業所保護責任者は、第３項の安全対策措置を講じた後、速やかに、事案の発生した

経緯、被害状況等を調査し、その調査結果を保護管理者に報告しなければならない。 

７ 前項の報告を受けた保護管理者は、直ちにその調査結果を総括責任者及び区に報告し

なければならない。 

（再発防止措置） 

第４１条 事業所保護責任者は、前条第１項又は第２項に規定する事案が発生した場合は、

同条第６項の調査結果に基づき、当該事案の発生した原因を分析し、再発防止のために

必要な措置を講ずるとともに、その内容を保護管理者に報告しなければならない。 

２ 前項の報告を受けた保護管理者は、直ちにその調査結果を総括責任者及び区総務部長

に報告しなければならない。 

（公表等） 

第４２条 総括責任者は、前２条の規定による報告を受けたときは、当該事案の内容、影

響等に応じて、事実関係及び再発防止措置の公表、当該事案に係る特定個人情報等の当

事者への対応等の措置を講ずるものとする。 

２ 総括責任者は、番号法違反の事実又は番号法違反のおそれのある事案を把握したとき
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は、法令等の定めるところにより、主務大臣等に報告するものとする。 

（法令等の違反に対する厳正な対処） 

第４３条 教育委員会は、法令等又はこの規程に違反する行為をした職員に対し、法令等

又は内部規程等に基づき厳正に対処するものとする。 

第９章 点検及び監査の実施 

（点検） 

第４４条 事業所保護責任者は、特定個人情報等の管理状況について、定期及び必要に応

じて随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を保護管理者に報告する

ものとする。 

２ 保護管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の点検の結果を

総括責任者に報告するものとする。 

（監査） 

第４５条 監査責任者は、特定個人情報等の管理及び利用の状況について、定期及び必要

に応じて随時に監査を行い、その結果を総括責任者に報告しなければならない。 

（評価及び見直し） 

第４６条 総括責任者、保護管理者及び事業所保護責任者は、特定個人情報等の適正な管

理のための措置について、点検、監査の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、

必要があると認めるときは、その見直し等を行わなければならない。 

第１０章 補則 

 （基本規定の優先） 

第４７条 この規程に定める教育委員会事務局に関する規定が、墨田区訓令で定める個人

番号及び特定個人情報の管理に関する規程（平成２８年１月６日墨田区訓令第１号。以

下「基本規程」という。）と矛盾し、又はてい触する場合には、基本規程が優先する。 

（補則） 

第４８条 総括責任者は、この規程に基づく特定個人情報等の適正な管理のための措置に

関し、必要な事項を定めることができる。 
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議案第６３号

上記の議案を提出する。

（提案理由）

　教育長の公益財団法人墨田育英会理事長の兼職の承認について

別紙のとおり承認する。

平 成 28年 7月 21日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１１
条第５項の規定により、墨田区教育委員会教育長の公益財団法人墨田育英会理事長
としての兼職を承認する必要がある。
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教育長の公益財団法人墨田育英会理事長の兼職の承認について 
 
１ 理由 
  公益財団法人墨田育英会は、墨田区内に居住する者の子弟で、高等学校、高等専門

学校、専修学校または大学に在学する成績優秀な者が、経済的理由によって学資の支

弁が困難である場合に、就学資金を貸し付けることにより、社会のために有為な人材

を育成することを目的として事業を実施している。 
  墨田育英会には、定款の規定により、業務執行の決定機関として理事会が設置され、

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事である理事長をはじめ６

名の理事で構成されている。また、理事及び監事の選任や業務執行機関に対する諮問

機関、チェック機関として評議員会が設置され、理事会と合わせて、概ね年７～８回

程度開催している。 
  墨田区教育委員会加藤裕之教育長は、平成２８年６月２７日開催の評議員会で理事

に選任され、平成２８年７月１２日開催の理事会の決議により理事長に選定された。

役員報酬は無報酬、任期は、平成３０年度の定時評議員会（毎年度６月に開催）まで

の期間である。 
教育長は常勤の特別職の公務員として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１１条第５項に、勤務時間中及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために使

わなければならないとする職務専念義務が課されている。このため、公益団体である

墨田育英会の定款に定める役員に報酬を得ずに就任するにあたり、区教育委員会の承

認を受けるものである。 
 
 

【参照条文】 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
 （服務等） 
 第十一条（略） 
 ２～３（略） 
 ４ 教育長は、常勤とする。 
 ５ 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び

職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき

責を有する職務にのみ従事しなければならない。 
 ６～８（略） 
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議案第６４号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　墨田区指定有形文化財の指定及び名称変更について

別紙のとおり指定及び名称変更を行う。

平 成 28年 7月 21日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区文化財保護条例第７条の規定に基づき、文化財の指定及び名称変更を行う

必要がある。
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文化財の指定（答申） 

指定番号 ２１ 所 有 者 宗教法人牛嶋神社（代表役員春田知徳） 

種  別 有形文化財（歴史資料） 住  所 向島五丁目１番 区立隅田公園内 

名  称 石造墨堤永代常夜燈 管理責任者  

員  数 １基 住  所  

平成６年６月１６日に文化財登録となった本文化財は、江戸近郊の名所の演出

にあずかってきた牛嶋神社の氏子１７名、具体的には「植半（うえはん）」や「八

百松（やおまつ）」、「武蔵屋（むさしや）」など有名料亭主人の発意によって、明

治４年（1871）に建築されたものと考えられる。名所「墨堤」を擁する向島地域

にふさわしい文化的資料である。基台背面に刻まれた紀年銘から、過去に二度の

「修繕」と一度の「改築」が行われていることが明らかであるから、建築当時の

原形態をそのまま保存してきたものとは思われないが、牛嶋神社の氏子を中心と

する人々が保存に協力してきた歴史をもつこともまた明らかで、現在では墨田区

登録名勝「墨堤の桜」と共に墨堤の代表的な風物詩の一つとなっている。よって、

これを墨田区の指定文化財とすることは妥当と考える。 

なお、この度の再調査では、本文化財が宮本平八という名の石工の作品である

こと、及び「永代常夜燈」という名称を有していたことが新たに確認された。こ

のことから、今回指定文化財とするにあたり、「石造墨堤常夜燈」から「石造墨

堤永代常夜燈」への名称変更（「永代」の二字を追加する）が必要である。 
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資 料 １  

 

教育課題の進捗状況について（平成２８年 ７ 月報告分） 

 

課題名 進捗状況 主管課 

学校ＩＣＴ化の

推進 

【計画】 （庶務課） 

■電子黒板の設置拡充 契約締結 

■コンテンツの共有  仮運用開始 

【実績】 （庶務課） 

■電子黒板の設置拡充 

  ・今年度整備する学校に対する設置準備を 

開始した（夏季休業中に設置予定）。 

  ・iPad®の利用規程の作成・周知を行った。 

■コンテンツの共有 

・コンテンツ共有システムポータルサイトの 

仕組みを完成させた。 

・特定の学年教科単元にて情報の取り込み 

作業を行った。 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

庶務課 

指導室 

すみだ教育

研究所 

すみだ教育指針

の策定 

【計画】 

■検討会（第１回）開催、保護者アンケート配付 

【実績】 

■検討会（第１回）開催（6/7） 

保護者アンケート配付（6/17～） 

「施策体系図」・「主要な事業」の検討 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

すみだ教育

研究所 

学力向上新３か

年計画の実施 

【計画】 

 ■すみだ学力向上推進会議 

■区学習状況調査結果返却 

■学力向上を図るための補助金交付 

【実績】 

 ■すみだ学力向上推進会議開催（6/23） 

■区学習状況調査結果返却（6/17） 

■学力向上を図るための補助金交付 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

すみだ教育

研究所 
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幼保小中一貫教

育の推進 

【計画】  

■一貫教育巡回指導員による助言・支援 

【実績】 

■幼保小中連絡協議会（２ブロック実施） 

■一貫教育巡回指導員による助言・支援 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

すみだ教育

研究所 

 

（仮称）総合運動

場等整備事業 

【計画】 

 ■基本・実施設計の起工 

■国交省等関係機関との協議 

■地元町会等に対する説明 

■土壌汚染対策工事費の補正予算化 

【実績】 

 ■基本・実施設計を起工（営繕課） 

 ■国交省との協議を実施（都市計画課） 

 ■地元町会等に対して整備基本計画等の説明を実施 

■土壌汚染対策工事を実施するため、旧鐘淵中学校の 

解体撤去に係る補正予算を区議会に提出、議決 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

スポーツ振

興課 
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